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取立令請求事件について

乱 事案の概要

被上告人（第1審被告）は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律（円滑化法）

に規定するマンション建替事業の施行者である。

本件マンションの区分所有者Aが所有する専有部分について抵当権及び根抵当権が

設定されていたところも区分所有者Aは、再建されるマンションの区分所有権に代えて

金銭の給付を希望し、円滑化法に基づき、被上告人に対する補償金の支払請求権（本件

債権）を取得した。

区分所有者Aのいわゆる一般債権者である上告人（第1審原告）及び抵当権者等は、

それぞれ本件債権に対する差押命令の申立てをした。その各申立てに基づき、本件債権

に対して複数の差押命令が発せられ、差押えの競合が生じた。

被上告人は､その後､本件債権について円滑化法76条3項を根拠法条とする供託(本

件供託）をした。

本件は、上告人が、被上告人は本件供託による本件債権の消滅を上告人に対抗するこ

とができないと主張して、被上告人に対し、上記補償金を供託の方法により支払うこと

を求める取立訴訟である。

〔参考〕

施行者は、抵当権等の目的物について補償金を支払うときは、原則としてその補償金を供

託しなければならない（円滑化法76条3項参照)。

一方4 1個の金銭債権に対して複数の差押命令が発せられ、差押えの競合が生じた場合、

第三債務者はくその債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない（民事執行法15

6条2項参照)。
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とする供託をすることができず、円滑化法76条3項及び民事執行法156条2項

を根拠法条とする混合供託をすることもできないから、円滑化法76条3項を根拠

法条とする供託をするほかないため、本件供託による本件債権の消滅を上告人に対

抗することができるとして、上告人の請求を棄却した。

◇本件における争点は，本件供託をもって上告人に対抗することの可否である。
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音楽教室における著作物使用に関わる請求権不存在確認請求事件について

’ 事案の概要

◇本件は、音楽教室を運営する被上告人Xら（ 1審原告ら)が、著作権者から著作権の

信託を受けるなどして音楽著作物の著作権を管理する上告人Y(JASRAC｡ 1審被告）に

対し、レッスンでの生徒によるYの管理する音楽著作物の演奏について、YがXらに対

して著作権（演奏権）侵害を理由とする損害賠償請求権等を有しないことの確認を求め

るなどしている事案である｡,

◇著作権法22条の規定からすれば、ある者が、著作権者の承諾を得ずに、公衆に直接

聞かせる目的で音楽著作物を演奏して利用した場合、著作権侵害が成立する。

本件では、生徒によるYの管理する音楽著作物の演奏に関し、Xらが音楽著作物を利

用している（利用主体である）と評価して、著作権侵害の成立を認めることができるか
）

どうかが争われている。 ’

〔参考〕

著作権法22条（上演権及び演奏権）

「著作者は、その著作物を《公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として…上演し、又

は演奏する権利を専有する｡」
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◇原判決は、生徒によるYの管理する音楽著作物の演奏に関し、Xらは、音楽著作物を

利用している（利用主体である）とはいえないとして、上記の演奏についてのxらによ

る著作権侵害を否定し､Xらの請求を－部認容した。

◇最高裁における争点は、生徒によるYの管理する音楽著作物の演奏に関し、Xらが音

楽著作物を利用している（利用主体である） といえるかどうかである。


